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●
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
は
無
料
　
●
対
象
は
市
民（
市
外
の
人
で
も
、在
勤・在
学
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
該
当
す
る
人
も
対
象
に
な
る
）　
　「
ふ
じ
み
ん
元
気・健
康
ポ
イ
ン
ト
」対
象
事
業

PP

19 18

元
気・健
康
づ
く
り
推
進
市
民

会
議
の
市
民
公
募
委
員

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
総
合
的
か
つ
効
果

的
な
健
康
づ
く
り
に
必
要
な
事
項
の
調

査
や
審
査
を
す
る
た
め
に
、元
気・健
康

づ
く
り
推
進
市
民
会
議
を
設
置
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
会
議
の
第
6
期
市
民
公
募
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

任
期　
２
年（
令
和
７
年
7
月
～
令
和

9
年
７
月
を
予
定
）

応
募
資
格　
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る

18
歳
以
上（
令
和
７
年
４
月
１
日
現

在
）で
、平
日
の
昼
間
に
開
催
す
る
会

議（
2
回
程
度
）に
出
席
可
能
な
人

※
市
の
他
の
審
議
会
な
ど
の
委
員
を
３

つ
以
上
兼
ね
て
い
る
人
お
よ
び
市
議
会

議
員
、
市
職
員
は
除
く
。

募
集
人
数　
２
人
以
内

謝
礼　
市
の
条
例
に
基
づ
く

選
考
方
法　
作
文
審
査（
６
０
０
字
程

度
、テ
ー
マ「
①
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く

り
」「
②
食
生
活
と
食
育
活
動
」「
③
健

（
検
）診
受
診
に
よ
る
健
康
管
理
」「
④

身
体
活
動
と
運
動
」「
⑤
歯
と
口
の
健

康
」か
ら
一
つ
選
択
。タ
イ
ト
ル
は
自

由
）

※
応
募
用
紙
は
申
込
先
と

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
。

※
応
募
用
紙
と
作
文
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

申
込
方
法　

４
月
１
日
㈫
～
21
日
㈪

（
必
着
）に
作
文
と
応
募
用
紙
を
窓
口

か
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
で
提
出
す
る

 

保
健
セ
ン
タ
ー

　
〒
３
５
６・０
０
１
１
福
岡
１・２・５

　

０
４
９・２
６
2・９
０
４
０

　

０
４
９・２
６
４・８
２
８
４

児
童
発
育・発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
審
議
会
の
市
民
公
募
委
員

　
児
童
発
育
・
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の

運
営
な
ど
に
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を

反
映
す
る
た
め
に
、児
童
発
育・発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
運
営
審
議
会
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

　
こ
の
審
議
会
委
員
の
市
民
公
募
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

任
期　
２
年（
令
和
７
年
６
月
24
日
～

令
和
9
年
6
月
23
日
）

応
募
資
格　
市
内
在
住
の
満
18
歳
以
上

（
高
校
生
を
除
く
）で
、
平
日
の
昼
間

ま
た
は
夜
間
に
開
催
す
る
会
議（
10

回
程
度
）に
出
席
可
能
な
人

※
市
議
会
議
員
、
市
職
員
は
除
く
。

募
集
人
数　
２
人
以
内

謝
礼　
市
の
条
例
に
基
づ
く

選
考
方
法　
作
文
審
査（
４
０
０
字
程

度
、テ
ー
マ「
こ
ど
も
の
未
来
を
育
む

た
め
に
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
」）

※
応
募
用
紙
は
申
込
先
と

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
。

※
応
募
用
紙
と
作
文
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

申
込
方
法　

４
月
１
日
㈫
～
18
日
㈮

（
必
着
）に
作
文
と
応
募
用
紙
を
窓
口

か
メ
ー
ル
、
郵
送
で
提
出
す
る

 

児
童
発
育・発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

　
〒
３
５
６・０
０
１
１
福
岡
１・２・５

　

０
４
９・２
９
３・７
８
７
４

　

jihatsu@
city.fujim

ino.saita
m

a.jp

ア
ー
ト
発
見
発
信

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
市
民
編
集
員

　
「
ア
ー
ト
発
見
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

で
は
、
皆
さ
ん
の
目
線
で
取
材・執
筆
し

て
い
た
だ
き
、ふ
じ
み
野
市
の
ア
ー
ト
を

紹
介
す
る
冊
子「
ふ
じ
み
野
Ａ
Ｒ
Ｔ
88
」

を
作
成
し
て
い
ま
す
。
あ
な
た
も
い
っ

し
ょ
に
冊
子
を
作
り
ま
せ
ん
か
。

　
ま
た
、
年
間
を
通
し
て
ふ
じ
み
野
市

の
ア
ー
ト
に
関
す
る
場
所
、
人
、
活

動
、
モ
ノ
な
ど
の
情
報
を
募
集
し
て
い

ま
す
。詳
細
や
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

活
動
内
容　
編
集
会
議（
4
回
程
度
）へ

の
出
席
、
取
材
、
記
事
の
執
筆・校
正

（
確
認
）な
ど

活
動
期
間　
５
～
12
月（
取
材・執
筆
は

主
に
6
～
8
月
を
予
定
）

対
象　
市
内
在
住・在
勤・在
学
の
高
校

生
以
上

謝
礼　
記
事
作
成
１
件
当
た
り
1
万
円

申
込
方
法　
５
月
7
日
㈬
ま
で
に
電
話

か
ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー
ム
で
申
し
込
む

 

文
化・ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

０
４
９・２
６
２・８
１
２
４

団
体・サ
ー
ク
ル
情
報
の

登
録

　
誰
も
が
気
軽
に
学
習
や
団
体
活
動
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
市

内
で
活
動
す
る
団
体
・
サ
ー
ク
ル
情
報

を
集
め
て
、興
味・関
心
が
あ
る
人
に
代

表
者
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
活
動
の
Ｐ
Ｒ
や
新
規
メ
ン
バ
ー
を
増

や
す
き
っ
か
け
に
つ
な
が
り
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、登
録
し
た
情
報
は「
ふ
じ
み
野

市
生
き
が
い
学
習
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
２
０

２
５
」に
掲
載
予
定
で
す
。

申
請
方
法　
４
月
21
日
㈪
ま
で
に
、
申

請
書（
公
共
施
設
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
配
布
）に
記
入
し
て

窓
口
に
提
出
す
る
か
、

ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー
ム
で
申

し
込
む

 

協
働
推
進
課

　

０
４
９・２
６
２・８
１
２
３

産
文
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

２
０
２
５
の
出
演
者

　
出
演
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。

日
時　
８
月
17
日
㈰

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時（
予
定
）

内
容　

ス
テ
ー
ジ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

（
１
組
15
分
）

定
員　
12
組（
抽
選
）

費
用　
２
０
０
０
円

申
込
方
法　
４
月
５
日
㈯
正
午
～
25
日

㈮
に
窓
口
か
産
業
文
化

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
専
用
フ
ォ
ー
ム
で

申
し
込
む

 

産
業
文
化
セ
ン
タ
ー

　

０
４
９・２
６
９・４
８
１
１

令
和
７
年
度「
文
化
芸
術
活

動
未
来
応
援
事
業
」実
施
者

　

主
に
学
生
や
ア
マ
チ
ュ
ア
な
ど
の

サ
ー
ク
ル
・
団
体
、
個
人
を
対
象
に
し

た
、自
主
的・創
造
的
な
文
化
芸
術
活
動

へ
の
補
助
制
度（
上
限
15
万
円
）で
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

募
集
要
領
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

対
象
事
業　
次
の
い
ず
れ
か
の
要
素
を

含
ん
だ
文
化
芸
術
事
業

①
文
化
芸
術
を
活
用
し
地
域
を
元
気

に
す
る
事
業

②
文
化
芸
術
を
活
用
し
た
社
会
包
摂

的
事
業

実
施
期
間　
結
果
公
表
日（
５
月
中
旬
）

～
令
和
８
年
３
月
31
日
㈫

申
込
方
法　

４
月
１
日
㈫
～
30
日
㈬ 

に
申
請
書（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配

布
）を
窓
口
に
提
出
す
る

※
本
事
業
の
採
択
に
は
審
査（
書
類
）が

あ
り
ま
す
。

 

文
化・ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

　

０
４
９・２
６
２・８
１
２
４

ワ
ン
ナ
イ
ト
ス
テ
イ
の

受
け
入
れ
家
庭

　
世
界
各
国
で
日
本
語
を
教
え
て
い
る

外
国
人
教
師
の
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
に

な
り
ま
せ
ん
か
。
日
本
語
で
会
話
が
で

き
ま
す
の
で
、気
軽
に
受
け
入
れ
で
き
、

交
流
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

参
加
者　
（
独
）国
際
交
流
基
金
日
本
語

国
際
セ
ン
タ
ー
で
研
修
す
る
外
国
人

教
師

対
象　

宿
泊
用
に
1
部
屋
が
提
供
で

き
、
家
族
そ
ろ
っ
て
の
受
け
入
れ
が

可
能
な
家
庭

宿
泊
期
間　
1
泊
2
日（
土・日
曜
日
）

実
施
期
間　
6
月
～
11
月（
全
6
回
予

定
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　
4
月
18
日
㈮
ま
で
に
窓
口

か
電
話
、
メ
ー
ル
で
申
し
込
む

 

協
働
推
進
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
１
６

　

chiikishinkou@
city.fujim

i
no.saitam
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集
団
資
源
回
収
の

参
加
希
望
団
体

　
集
団
資
源
回
収
と
は
、
自
治
組
織
・

Ｐ
Ｔ
Ａ
・
子
ど
も
会
な
ど
の
団
体
が
、

リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
有
価
物
を
自
主
的

に
回
収
す
る
活
動
で
す
。

　
市
で
は
、
集
団
資
源
回
収
を
し
た
団

体
へ
、
回
収
実
績
に
応
じ
て
報
奨
金
を

交
付
し
て
い
ま
す
。
報
奨
金
は
団
体
の

活
動
費
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
。

対
象　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
団
体

　
①
営
利
を
目
的
と
し
な
い

　
②
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
で
組

織
さ
れ
た
市
民
活
動
団
体

　
③
構
成
世
帯
が
20
世
帯
以
上

※
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
会
社
や
管
理
組

合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

 

環
境
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
2

「
こ
い
の
ぼ
り
」の

寄
付
を
お
願
い
し
ま
す

　
新
河
岸
川
の
美
化
保
全
に
努
め
て
い

る
舟
運・ふ
じ
み
ん
の
郷
で
は
、養
老
橋

付
近
に
新
河
岸
川
を
ま
た
い
で「
こ
い

の
ぼ
り
」を
泳
が
せ
る
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　
自
宅
な
ど
に
使
用
し
な
い
こ
い
の
ぼ

り
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
寄
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

受
付
期
間　
４
月
１
日
㈫
～
17
日
㈭

受
付
場
所　
道
路
課

 

道
路
課

　

０
４
９・２
２
０・２
０
７
４

マ
イ
ナ
保
険
証
移
行
後
の
国
民

健
康
保
険
の
加
入・脱
退
手
続
き

　
マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
て
も
、

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き
や
扶

養
家
族
を
外
れ
た
と
き
な
ど
は
、
国
保

の
加
入
手
続
き
、
ま
た
職
場
の
健
康
保

険
に
入
っ
た
と
き
や
そ
の
扶
養
家
族
に

な
っ
た
と
き
な
ど
は
、
国
保
の
脱
退
手

続
き
が
必
要
で
す
。
変
更
に
な
っ
た
日

　
②
申
請
時
に
納
期
到
来
分
の
保
険
税

（
料
）を
完
納
し
、
同
一
年
度
に（
特

定
）健
康
診
査
を
受
け
な
い（
脳
ド
ッ

ク
単
独
の
場
合
を
除
く
）

補
助
額　
検
査
料（
税
抜
）か
ら
５
０
０

０
円
を
差
し
引
い
た
額（
上
限
２
万

５
０
０
０
円
）

利
用
方
法　
①
医
療
機
関（
指
定
な
し
）

に
直
接
予
約

　
②
受
検
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
⑴
マ

イ
ナ
保
険
証
な
ど
⑵（
特
定
）健
康
診

査
受
診
券（
受
診
券
郵
送
後
・
人
間

ド
ッ
ク
受
検
者
の
み
）を
持
参
し
、申

請
書
を
提
出

　
③
実
績
報
告
書
兼
請
求
書
を
医
療
機

関
へ
持
参
し
受
検

　
④
受
検
後
に
、
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
＝
⑴
実
績
報
告
書
兼
請
求
書
⑵

結
果
表
の
写
し
⑶
問
診
票
、
後
期
高

か
ら
14
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
物　
①
職
場
の
健
康
保
険
の
資
格

喪
失
証
明
書
、
退
職
証
明
書
、
離
職

票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
う

ち
い
ず
れ
か
１
点

　
②
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
か
通
帳
、
届

出
印（
国
保
税
は
原
則
口
座
振
替
）

　
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
公
的
機
関

が
発
行
す
る
顔
写
真
付
き
の
本
人
確

認
書
類（
な
い
場
合
、資
格
確
認
書
は

郵
送
に
な
り
ま
す
）

　
④
脱
退
手
続
き
の
み
＝
職
場
の
社
会

保
険
の
資
格
確
認
書
や
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
な
ど
資
格
取
得
日
が
記
載

さ
れ
て
い
る
証
明
書
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
ま
た
は
資
格
確
認
書

（
全
員
分
）

※
扶
養
に
な
っ
て
い
る
人
も
一
緒
に
加

入
す
る
場
合
は
、
全
員
の
名
前
が
記
載

さ
れ
た
資
格
喪
失
証
明
書
が
必
要
で
す
。

申
込
場
所　
保
険・年
金
課
、大
井
総
合

支
所

 

保
険・年
金
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
０

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク 

検
査
料
補
助

　
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
を
対
象
に
人
間
ド
ッ
ク
か

脳
ド
ッ
ク
を
年
度
に
１
回
限
り
補
助
し

ま
す
。
受
検
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

　
①
30
歳
以
上
で
、
受
検
時
に
国
民
健

康
保
険
か
後
期
高
齢
者
医
療
の
資
格

を
有
す
る

齢
者
医
療
被
保
険
者
＝
完
了
報
告
書

兼
請
求
書
を
窓
口
に
提
出

※
②
④
の
提
出
窓
口
は
、
保
険
・
年
金

課
、
大
井
総
合
支
所
、
出
張
所
、
保
健

セ
ン
タ
ー
。

 

保
険・年
金
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
４
２

夕
方
の
定
時
放
送

時
刻
変
更

　
３
月
31
日
ま
で
午
後
４
時
30
分
に
放

送
し
て
い
た
市
防
災
行
政
無
線
の
定
時

放
送
は
、４
月
１
日
～
９
月
30
日
の
間
、

午
後
５
時
に
変
わ
り
ま
す
。

　
こ
の
放
送
は
、
災
害
時
に
使
用
す
る

防
災
行
政
無
線
の
点
検
が
目
的
で
す
。

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

危
機
管
理
防
災
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
１
７

令和7年国勢調査の
調査員を募集します

　今年は5年に一度、日本に住む全ての人を対象とした、最
も重要な統計調査「国勢調査」の年です。国勢調査は、国内の
人および世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資
料を得ることを目的としていて、第1回調査は1920（大正9）
年に行われ、今回の調査は22回目に当たります。
　この国勢調査の調査業務に携わる調査員を募集します。調
査終了後、一定基準により調査員報酬を支払います。なお、
調査中、調査終了後も守秘義務があります。
対象　20歳以上で、責任をもって調査事務を遂行でき、警

察に関係がなく、選挙に直接関わりがない人
調査期間　9月上旬～10月下旬
報酬　4～5万円程度（担当する調査区数や世帯数により変動）
申込方法　4月30日㈬までに窓口かウェブフォー

ムで申し込む
※いずれも簡単な面談を実施後、登録となります。

 情報・統計課（ 049・262・9007）
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●
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
は
無
料
　
●
対
象
は
市
民（
市
外
の
人
で
も
、在
勤・在
学
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
該
当
す
る
人
も
対
象
に
な
る
）　
　「
ふ
じ
み
ん
元
気・健
康
ポ
イ
ン
ト
」対
象
事
業

PP

21 20

国
民
年
金
保
険
料
の

追
納
を
お
す
す
め
し
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
の
承
認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る

場
合
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き

に
比
べ
て
将
来
受
け
取
れ
る
年
金
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。

　
将
来
受
け
取
る
年
金
額
を
補
う
た
め

に
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
申
請

方
法
や
申
請
書
な
ど
は
、

日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

川
越
年
金
事
務
所　

　

０
４
９・２
４
２・２
６
５
７

児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定

　
全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
変
動
に
伴

い
、
児
童
扶
養
手
当
の
月
額
が
約
２・

７
％
の
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

 

子
育
て
支
援
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
４
１

令和７年度月額
（令和７年５月期支払から）

全部支給 一部支給

第１子 ４万6,690円 ４万6,680円
～１万1,010円

第２子以降
加算額 １万1,030円 １万1,020円

～5,520円

生
産
緑
地
の
追
加
指
定
　
　
　

　
市
街
化
区
域
内
に
あ
る
３
０
０
㎡
以

上
の
農
地
を
対
象
と
し
た
、
生
産
緑
地

の
追
加
指
定
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
詳
細
は
事
前
の
個
別
相
談（
受
付
期

間
前
か
ら
可
）に
て
説
明
し
ま
す
の
で
、

必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

期
間　
5
月
7
日
㈬
～
7
月
31
日
㈭

 

公
園
緑
地
課

　

０
４
９・２
２
０・２
０
６
７

国
保・後
期
高
齢
者
医
療

保
養
施
設
の
宿
泊
補
助

　

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者
の
健
康
保
持
増
進
の
た

め
、
契
約
保
養
施
設
宿
泊
料
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象　
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

　
①
宿
泊
時
に
国
民
健
康
保
険
か
後
期

高
齢
者
医
療
の
資
格
を
有
す
る

②
申
請
時
に
納
期
到
来
分
の
保
険
税

（
料
）を
完
納
し
て
い
る

補
助
額　

中
学
生
以
上
＝
３
０
０
０

円
、
小
学
生
＝
２
０
０
０
円（
い
ず
れ

も
１
年
度
当
た
り
１
人
１
回〈
１
泊
〉）

利
用
方
法　
①
直
接
対
象
施
設
に
予
約

②
宿
泊
の
７
営
業
日
前（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
）ま
で
に
保
険・年

金
課
か
大
井
総
合
支
所
、
出
張
所
へ

申
請
書
を
提
出
③
後
日
郵
送
さ
れ
る

「
保
養
施
設
宿
泊
利
用
券
・
助
成
券
」

を
宿
泊
時
に
保
養
施
設
へ
提
出

 

保
険・年
金
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
４
２

国
民
年
金
保
険
料
の

学
生
納
付
特
例
制
度

　
学
生
限
定
の
国
民
年
金
納
付
猶
予
制

度
で
す
。

対
象　
各
種
学
校（
修
学
年
限
が
１
年

以
上
）に
在
学
す
る
学
生
で
、本
人
の

前
年
所
得
が〔
１
２
８
万
円
＋
扶
養

親
族
の
数
×
38
万
円
〕以
下
の
人

持
ち
物　
①
本
人
確
認
書
類

　
②
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
書
類

　
③
学
生
証（
写
し
は
必
ず
両
面
）か
在

学
証
明
書（
原
本
）

申
込
場
所　
川
越
年
金
事
務
所
、保
険・

年
金
課
、
大
井
総
合
支
所
、
出
張
所

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

使
っ
た
電
子
申
請
も
可
能

で
す
。

●
令
和
６
年
度
に
本
制
度
を
利
用
し
、

現
在
納
付
猶
予
中
の
人

　
本
年
度
も
制
度
を
利
用
す
る
に
は
申

請
が
必
要
で
す
。
引
き
続
き
在
学
予
定

の
人
に
は
、日
本
年
金
機
構
か
ら「
学
生

納
付
特
例
申
請
書
」が
送
付
さ
れ
ま
す
。

 

保
険・年
金
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
０

離
婚
時
の
年
金
分
割
制
度　
　
　
　

　
離
婚
し
た
場
合
、
２
人
の
婚
姻
期
間

中
の
厚
生
年
金
を
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
自
分
の
年
金
に
で
き
ま
す
。
離
婚
後

２
年
以
内
の
申
請
が
必
要
で
す
。

 

川
越
年
金
事
務
所

　

０
４
９・２
４
２・２
６
５
7

特
別
児
童
扶
養
手
当
な

ど
の
額
が
改
定

　
全
国
消
費
者
物
価
指
数
の
変
動
に
伴

い
、
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉

手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
月
額
が

改
定
と
な
り
ま
す
。

 

障
が
い
福
祉
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
３
１

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
の

駆
除
費
用
補
助

　
市
で
は
ス
ズ
メ
バ
チ
に
よ
る
被
害
を

防
止
す
る
た
め
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
の

駆
除
費
用
を
補
助
し
て
い

ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
建
物
・
樹
木
な
ど
を
所

有
し
て
い
て
、
住
民
登
録
が
あ
り
市

税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人（
１
世
帯

に
つ
き
１
回
限
り
）

補
助
金
額　
駆
除
費
用
の
半
額（
上
限

１
万
円
）

※
駆
除
業
者
へ
の
委
託
に
係
る
費
用
が

対
象
で
す
。
自
分
で
駆
除
し
た
場
合
は

対
象
外
で
す
。

令和７年度月額

特別障害者手当 ２万9,590円

障害児福祉手当 １万6,100円

特別児童
扶養手当

１級 ５万6,800円

２級 ３万7,830円

予
算
額　
40
万
円（
先
着
順
）

申
請
方
法　
必
要
書
類
を
環
境
課
、
大

井
総
合
支
所
に
提
出
す
る

必
要
書
類　
①
申
請
書
②
駆
除
前
・
後

の
巣
の
写
真
③
駆
除
し
た
場
所
の
写

真
④
駆
除
実
施
場
所
を
示
す
図
面
な

ど
⑤
領
収
書
の
写
し

 

環
境
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
１

飼
い
主
の
い
な
い
猫
の

不
妊・去
勢
手
術
費
用
補
助

　
市
で
は
飼
い
主
の
い
な
い
猫
を
減
ら

す
た
め
、不
妊・去
勢
手
術
の
費
用
を
補

助
し
て
い
ま
す
。

　
不
幸
な
猫
を
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い

た
め
に
Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動（
飼
い
主
の
い
な

い
猫
を
捕
獲
、
手
術
し
て
元
い
た
場
所

に
戻
す
活
動
）を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

補
助
金
額　
１
頭
あ
た
り
５
０
０
０
円

（
１
人
10
頭
ま
で
）

予
算
額　
40
万
円（
先
着
順
）

申
請
方
法　
手
術
の
実
施
前
に
申
請
書

を
提
出
す
る

●
お
願
い

　
手
術
を
し
た
猫
は
、次
の
こ
と
を
守
り

責
任
を
も
っ
て
面
倒
を
見
て
く
だ
さ
い
。

・時
間
を
決
め
て
え
さ
や
り
を
す
る

・猫
用
の
ト
イ
レ
を
設
置
す
る

・周
辺
の
清
掃
を
す
る

 

環
境
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
１

ふ
じ
み
野
市
立
地
適
正
化

計
画
を
策
定

　
市
で
は
、今
後
の
人
口
減
少・少
子
高

齢
化
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
、
立
地
適
正
化
計
画
を
策
定
し

ま
し
た
。

　
こ
の
計
画
の
公
表
後
は
、
所
定
の
区

域
に
お
い
て
、
一
定
規
模
以
上
の
建
築

等
行
為
や
開
発
行
為
な
ど
を
行
う
場

合
、
着
手
の
30
日
前
ま
で
に
市
へ
の
届

け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
計
画
書
は
、公
表
日（
3

月
31
日
）か
ら
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

 

都
市
計
画
課

　

０
４
９・２
２
０・２
０
６
８

耐
震
診
断
・
耐
震
改
修

工
事
の
費
用
を
一
部
補
助

　
既
存
住
宅
の
耐
震
診
断
費
用
と
耐
震

改
修
工
事
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。契
約
前
に
補
助
申
請
が
必
要
で
す
。

誘
導
施
設
の
休
止・廃
止

開
発
行
為・建
築
等
行
為

事
前
相
談（
必
要
に
応
じ
て
）

行
為
と
区
域
の
確
認

・必
要
に
応
じ
て
勧
告
や
助
言

・市
の
確
認

誘
導
施
設
の
休
止・廃
止

開
発
行
為・建
築
等
行
為届

出

届
出
必
要
書
類
２
部

届
出
書（
副
本
）の
返
却

の
着
手

届
け
出
必
要

届
け
出
不
要

30日前までに届出

■届け出の流れ

申
請
前
に
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
工
事

を
行
っ
た
場
合
は
、
対
象
外
で
す
。

　
補
助
申
請
を
す
る
人
は
、
必
ず
事
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
建
築
物　
建
築
確
認
を
取
得
し
、

昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ

れ
た
建
築
物
の
う
ち
、
明
ら
か
に
建

築
基
準
法
違
反
が
な
い
も
の
で
、
戸

建
専
用
住
宅
、
戸
建
兼
用
住
宅
、
共

同
住
宅
、
長
屋
住
宅

※
木
造
建
築
物
の
場
合
は
、
在
来
工
法

に
よ
り
建
築
さ
れ
た
も
の
。

対
象
者　
対
象
建
築
物
を
市
内
に
所
有

し
、
自
ら
居
住
し
、
市
税
を
滞
納
し

て
い
な
い
人

補
助
金
額　
左
表
の
と
お
り

 

建
築
課

　

０
４
９・２
２
０・２
０
６
9

集
合
狂
犬
病
予
防
注
射

　
狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
毎
年
1
回
受

け
さ
せ
る
こ
と
が
法
律
に
よ
り
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
に
登
録
し
て
い

種類 補助率 補助限度額

耐
震
診
断

戸建専用・
兼用住宅

耐震診断
に要した
費用の
３分の２

５万円

共同住宅
長屋住宅

一戸当たり２万円で
合計２００万円まで

耐
震
改
修

戸建専用・
兼用住宅

耐震改修
に要した
費用の
２３％

３０万円

共同住宅
長屋住宅

一戸当たり３０万円で
合計２,０００万円まで

る
犬
の
飼
い
主
に
は「
注
射
済
票
交
付

申
請
書
は
が
き
」を
送
付
し
ま
し
た
。

　
会
場
で
は
、
犬
の
新
規
登
録
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

日
時・場
所　
左
表
の
と
お
り

※
例
年
と
日
程
が
一
部
異
な
り
ま
す
。

※
雨
天
実
施
。駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

持
ち
物　
①
注
射
済
票
交
付
申
請
書
は

が
き（
裏
面
を
記
入
）②
費
用

費
用　
予
防
注
射
３
５
０
０
円（
予
防

注
射
２
９
５
０
円
、
注
射
済
票
交
付

手
数
料
５
５
０
円
）

※
新
規
登
録
は
別
途
３
０
０
０
円
。

注
意
点　
①
首
輪
を
し
っ
か
り
締
め
、

必
ず
犬
を
抑
え
ら
れ
る
人
が
連
れ
て

く
る
②
注
射
後
し
ば
ら
く
は
安
静
に

し
、
異
変
を
感
じ
た
場
合
は
す
ぐ
に

動
物
病
院
に
連
れ
て
い
く
③
当
日
の

獣
医
師
の
判
断
に
よ
り
、
会
場
で
注

射
で
き
な
い
場
合
が
あ
る

●
集
合
注
射
に
参
加
で
き
な
い
場
合

　
必
ず
動
物
病
院
で
飼
い
犬
に
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
、
注
射
済
票
の

交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

日程
時間・場所

午前９時３０分
～１１時

午後１時
～２時３０分

４月２２日㈫ 清見第２公園
（清見４）

水天宮公園
（水宮）

４月２３日㈬ 福岡中央公園
（上野台１）

亀久保区画整理
記念公園

（大井中央１）

４月２４日㈭ 西ノ原中央公園
（うれし野１）

鶴ケ岡中央公園
（鶴ケ岡２）

持
ち
物　
①
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交

付
申
請
書
は
が
き
②
病
院
が
発
行
す

る「
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証
明
書
」③

１
頭
当
た
り
手
数
料
５
５
０
円

申
込
場
所　
環
境
課
、
大
井
総
合
支
所

 

環
境
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
１

無
許
可
の
廃
品
回
収
業
者

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
で
市
内
を
回
り
無
料

で
家
電
な
ど
の
不
用
品
を
回
収
し
た

り
、
無
料
回
収
の
チ
ラ
シ
を
配
布
し
た

り
し
て
い
る
業
者
は
、
家
庭
ご
み
を
収

集
す
る
た
め
の
許
可
を
得
て
い
ま
せ
ん
。

　
無
許
可
の
事
業
者
を
利
用
す
る
と
後

か
ら
高
額
な
料
金
を
請
求
さ
れ
た
り
、

不
法
投
棄
や
海
外
で
の
不
適
正
処
理
に

つ
な
が
っ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
家
庭
で
不
用
品
を
処
分
す
る
と
き

は
、「
ご
み
の
出
し
方・分
け
方
Ｂ
ｏ
ｏ
Ｋ
」

や「
ご
み
分
別
ア
プ
リ
」を
参
照
し
て
適

切
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

 

環
境
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
２

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
の
実
現

に
向
け
た
導
入
費
用
を
補
助

　
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か「
補

助
金
申
請
の
手
引
き
」（
窓

口
で
配
布
）を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

■
共
通
事
項

対
象
　
市
内
に
住
民
票
が
あ
り
、
市
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
人

申
請
期
間　
令
和
７
年
4
月
1
日
～
令

和
８
年
3
月
31
日

※
先
着
順
。予
算
額
に
達
し
次
第
、終
了
。

※
国
や
県
の
補
助
金
と
の
併
用
も
可
能
。

●
住
宅
用
ス
マ
ー
ト
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム

対
象
機
器・補
助
金
額　
①
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ
ム
＝
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
あ
た
り

２
万
円（
上
限
７
万
円
）②
太
陽
熱
利

用
シ
ス
テ
ム
＝
３
万
円
③
エ
ネ
フ
ァ
ー

ム
＝
５
万
円
④
蓄
電
池
＝
１
キ
ロ
ワ
ッ

ト
ア
ワ
ー
あ
た
り
２
万
円（
上
限
７
万

円
）⑤
Ｖ
２
Ｈ（
電
気
自
動
車
等
充
給

電
設
備
）＝
５
万
円

対
象　
市
内
の
既
存
住
宅
・
新
築
住
宅

に
新
品
の
対
象
機
器
を
設
置
す
る
人

お
よ
び
対
象
機
器
が
設
置
さ
れ
た
建

売
住
宅
を
購
入
す
る
人

※
既
存
住
宅
・
新
築
住
宅
に
設
置
す
る

場
合
は
、
設
置
前
に
申
請
が
必
要
。

●
電
気
自
動
車
お
よ
び

　
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

対
象
機
器
・
補
助
金
額　
①
電
気
自
動

車
＝
10
万
円
②
プ
ラ
グ
イ
ン
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
自
動
車
＝
５
万
円

対
象　
令
和
７
年
２
月
１
日
～
令
和
８

年
１
月
31
日
に
補
助
対
象
車
両
を
導

入
す
る
市
内
に
１
年
以
上
居
住
し
て

い
る
人

※
新
車
購
入
す
る
場
合
が
対
象
。

※
購
入
後
で
も
申
請
可
。

 

環
境
課　

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
１
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●
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
は
無
料
　
●
対
象
は
市
民（
市
外
の
人
で
も
、在
勤・在
学
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
該
当
す
る
人
も
対
象
に
な
る
）　
　「
ふ
じ
み
ん
元
気・健
康
ポ
イ
ン
ト
」対
象
事
業

PP

23 22

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し

て
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る
キ
オ
ス
ク
端

末
機（
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
）で
、
証
明
書

を
取
得
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

取
得
で
き
る
証
明
書・請
求
対
象

　
①
住
民
票
の
写
し
＝
ふ
じ
み
野
市
に

住
民
登
録
が
あ
る
人
で
本
人
か
同
一

世
帯
の
人

②
印
鑑
登
録
証
明
書
＝
ふ
じ
み
野
市

に
印
鑑
登
録
を
し
て
い
る
人

③
課
税（
非
課
税・所
得
）証
明
書
＝
ふ

じ
み
野
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

※
15

歳
未
満
の
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
は
対
応
し
て
い
ま
せ
ん
。

※
課
税（
非
課
税
・
所
得
）証
明
書
は
最

新
年
度
を
含
め
て
過
去
5
年
度
分
発
行

可
能
で
す
。

発
行
手
数
料
　
１
部
２
０
０
円

利
用
時
間
　
午
前
6
時
30
分
～
午
後
11

時（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
を
除
く
）

必
要
な
も
の
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
搭

載
さ
れ
て
い
る
も
の
）か
、
ス
マ
ホ

用
電
子
証
明
書
を
搭
載
済
み
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン

●
取
得
で
き
な
い
住
民
票　

・転
出
や
死
亡
に
よ
る
住
民
票
の
除
票

・同
一
世
帯
に
転
出
予
定
の
人
が
い
る

住
民
票

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
入
り
の
住
民
票

・発
行
制
限
を
受
け
て
い
る
人
の
住
民
票

●
課
税（
非
課
税
・
所
得
）証
明
書
が
取

得
で
き
な
い
人

・取
得
し
た
い
年
度
の
１
月
１
日
時
点

に
ふ
じ
み
野
市
に
住
民
登
録
が
な
い

・転
出
し
た（
転
出
届
を
出
し
た
）

・
未
申
告（
市
内
の
親
族
な
ど
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
人
は
除
く
）

・税
額
変
更
の
手
続
き
中

・発
行
制
限
を
受
け
て
い
る

※
ふ
じ
み
野
市
に
本
籍
が
あ
る
人
の
戸

籍
謄
本
や
戸
籍
の
附
票
は
、
コ
ン
ビ
ニ
交

付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 

市
民
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
１
８

税
務
課

０
４
９・２
６
２・９
０
１
１

こんなときは届け出を
加入している健康保険が変
わった、振込先金融機関を変更
したい、振込先金融機関の口
座名義を変更したい、受給資格に変更が生じた

　医療機関で保険診療受診時に発生した自己負担
分の医療費を支給します（対象外となるものもありま
す）。
　ただし、他の公費負担や、加入している健康保険
から高額療養費や附加給付金などが支給される場合
は、その額を差し引いた額が支給の対象
です。詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。
●こども医療費
対象　健康保険に加入している児童（18歳になった

年の年度末まで）
●ひとり親家庭等医療費（所得制限あり）
対象　健康保険に加入しているひとり親家庭などの

児童(１８歳になった年の年度末まで。ただし、一定
の障がいがある児童は２０歳未満)とその母(父)ま
たは養育者

※婚姻をしていなくても内縁・事実婚状態にある、ま
たは婚姻可能な異性と生活を共にしている人はひと
り親家庭に該当しません。

　子育て支援課（ 049・262・9041）

医療費を支給します

ふ
じ
み
野
市
担
当
の
児
童

相
談
所
が
変
わ
り
ま
す

　
４
月
１
日
㈫
に
埼
玉
県
が
新
し
く
朝

霞
児
童
相
談
所
を
開
設
し
、
ふ
じ
み
野

市
を
担
当
す
る
児
童
相
談
所
が
川
越
児

童
相
談
所
か
ら
朝
霞
児
童
相
談
所
に
変

更
と
な
り
ま
す
。

住
所　
朝
霞
市
青
葉
台
１・
10
・
63（
朝

霞
駅
南
口
下
車
徒
歩
約
15
分
）

電
話
番
号
　
０
４
８・４
６
５・４
１
５
２

 

県
こ
ど
も
安
全
課

　

０
４
８・８
３
０・３
３
６
２

固
定
資
産
税
の
縦
覧

　
市
に
固
定
資
産
税
を
納
税
し
て
い
る

人
は
、令
和
7
年
度
の
固
定
資
産
税（
土

地・家
屋
）の
評
価
額
が
記
載
さ
れ
て
い

る
帳
簿
を
縦
覧
し
、自
分
の
土
地・家
屋

と
他
の
人
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
を

比
較
で
き
ま
す
。

　
縦
覧
期
間
中
は
申
請
す
る
こ
と
で
、

納
税
者
ご
と
の
課
税
内
容
が
載
っ
て
い

る
名
寄
帳
を
無
料
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

期
間　
４
月
１
日
㈫
～
５
月
30
日
㈮
の

開
庁
日

※
休
日
開
庁
日
の
４
月
６
日
㈰
・
27
日

㈰
、
５
月
25
日
㈰
は
縦
覧
可
能
で
す
。

場
所　
税
務
課

内
容　
縦
覧
帳
簿（
土
地
＝
所
在
地
番・

地
目
・
地
積
・
評
価
額
・
市
街
化
区
域

の
別
、
家
屋
＝
所
在
地
番
・
家
屋
番

号
・
建
築
年
・
種
類
・
構
造
・
床
面
積
・

評
価
額
）の
確
認

対
象　
市
内
の
土
地
・
家
屋
の
固
定
資

産
税
を
納
税
し
て
い
る
人

申
込
方
法　
本
人
確
認
書
類（
代
理
人

が
縦
覧
す
る
場
合
は
委
任
状
も
）を

持
参
し
窓
口
で
申
し
込
む

 

税
務
課（
土
地
＝

０
４
９
・
２
６

２・９
０
１
２
、
家
屋
＝

０
４
９・

２
６
２・９
０
１
３
）

納
税
通
知
書
を
発
送

　
本
年
度
の
市
民
税・県
民
税・森
林
環

境
税
、
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）、
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
。

　
青
色
の
封
筒
で
発
送
し
ま
す
の
で
、

開
封
前
に
左
下
に
記
載
さ
れ
て
い
る
税

目
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

種類 発送日
市民税・県民税・森林環境税
給与特別徴収 5月15日㈭
普通徴収・
年金特別徴収 6月10日㈫

軽自動車税
（種別割） 5月2日㈮

固定資産税・
都市計画税 5月1日㈭

 

税
務
課（
市
民
税・県
民
税・森
林
環

境
税・軽
自
動
車
税
＝

０
４
９・２

６
２・９
０
１
１
、
土
地
＝

０
４
９・

２
６
２・９
０
１
２
、
家
屋・償
却
資
産

＝

０
４
９・２
６
２・９
０
１
３
）

市
民
税・県
民
税・森
林
環
境
税
、

固
定
資
産
証
明
書
交
付
開
始
日

●
市
民
税・県
民
税・森
林
環
境
税

区分 発行
可能日

給
与
特
別
徴
収

本人・被扶養
者（申告なし） 5月15日㈭

被扶養者
（申告あり） 6月10日㈫

普通徴収、年金特
別徴収、併用徴収 6月10日㈫

　
コ
ン
ビ
ニ
交
付
開
始
日
も
原
則
同
様

で
す
が
、
被
扶
養
者（
申
告
な
し
も
含

む
）は
６
月
10
日
㈫
か
ら
の
発
行
で
す
。　

　
な
お
、
５
月
15
日
㈭
は
年
度
切
替
作

業
の
た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

　
申
告
期
限（
３
月
17
日
）を
過
ぎ
て
市

民
税
・
県
民
税
申
告
書
を
提
出
し
た
場

合
、
交
付
開
始
予
定
日
か
ら
証
明
書
が

発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

市民税・県民税・森林環境税の徴収区分
区分 内容

給与特別
徴収

勤務先の給与
からの天引き

普通徴収 納付書か
口座振替

年金特別
徴収

公的年金
からの天引き

併用徴収 特別徴収と
普通徴収の両方

●
固
定
資
産
証
明
書

種類 発行
可能日 内容

土地・家屋
評価額証明書 4月1日㈫ 評価額

土地・家屋
公課証明書 5月1日㈭ 課税標準額

税相当額

土地・家屋
記載事項証明書 4月1日㈫

評価額
課税標準額
税相当額

　
５
月
１
日
㈭
よ
り
前
に
土
地
・
家
屋

の
税
相
当
額
を
確
認
す
る
場
合
は
、
記

載
事
項
証
明
書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

税
務
課（
市
民
税・県
民
税・森
林
環

境
税・軽
自
動
車
税
＝

０
４
９・２

６
２・９
０
１
１
、土
地
＝

０
４
９・

２
６
２・９
０
１
２
、家
屋
＝

０
４

９・２
６
２・９
０
１
３
）

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

支
給
制
度

　
医
療
機
関
で
保
険
診
療
受
診
時
に
発

生
し
た
自
己
負
担
分
の
医
療
費
を
支
給

し
ま
す（
対
象
外
と
な
る
も
の
も
あ
り

ま
す
）。
た
だ
し
、
他
の
公
費
負
担
や
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
か
ら
高
額
療

養
費
や
附
加
給
付
金
な
ど
が
支
給
さ
れ

る
場
合
は
、
そ
の
額
を
差
し
引
い
た
額

が
支
給
の
対
象
で
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　
健
康
保
険
に
加
入
し
、
次
の
い

ず
れ
か
を
交
付
さ
れ
た
人

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
1
～
3
級

　
②
療
育
手
帳
Ⓐ・Ａ・Ｂ

　
③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級

（
精
神
病
床
入
院
を
除
く
）

　
④
⑴
～
⑶
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
障
害
認
定

を
受
け
て
い
る
人
⑴
身
体
障
害
者
手

帳
4
級
の
一
部（
音
声
機
能
、言
語
機

能
の
障
害
、
下
肢
障
害
の
1・3・4

号
）⑵
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

2
級
⑶
障
害
年
金
証
書
1
～
2
級

※
所
得
制
限
あ
り
。

※
65
歳
以
上
で
新
た
に
手
帳
の
交
付
を

受
け
た
人
を
除
く
。

●
こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

・加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
変
わ
っ
た

・振
込
先
金
融
機
関
を
変
更
し
た
い

・受
給
資
格
に
変
更
が
生
じ
た

 

障
が
い
福
祉
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
３
１

第２５回第２５回  おおい祭りおおい祭り
　おおい祭りはふるさとの祭りとして親しまれ、今
年で25回目を迎えます。現在、実行委員会で準備
を進めています。出演者などの募集は、市報5月号
に掲載します。
日時　7月27日㈰正午～午後8時30分
場所　東久保中央公園および周辺道路、大井東中学

校体育館
 おおい祭り実行委員会事務局

　（協働推進課内 049・262・9016）

７月７月
２７日２７日
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●
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
は
無
料
　
●
対
象
は
市
民（
市
外
の
人
で
も
、在
勤・在
学
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
該
当
す
る
人
も
対
象
に
な
る
）　
　「
ふ
じ
み
ん
元
気・健
康
ポ
イ
ン
ト
」対
象
事
業

PP

25 24

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

　
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
登
録
申
請
者

に
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
次

の
い
ず
れ
か
を
交
付
さ
れ
た
人

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１・２
級

　
②
療
育
手
帳
Ⓐ・Ａ

　
③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

※
自
動
車
燃
料
費
助
成
の
登
録
者
は
対

象
外
。

交
付
枚
数　
１
カ
月
当
た
り
４
枚（
１

枚
＝
５
０
０
円
の
助
成
）

※
申
請
月
に
よ
り
交
付
枚
数
が
変
わ
り

ま
す
。

※
乗
車
１
回
に
つ
き
１
枚
、
乗
車
料
金

ま
た
は
障
害
者
割
引
後
の
乗
車
料
金
が

１
０
０
０
円
以
上
の
場
合
は
２
枚
ま
で

使
用
で
き
ま
す
。

申
請
方
法　
障
が
い
福
祉
課
、
大
井
総

合
支
所
の
窓
口
か
郵
送
で
申
し
込
む

 

障
が
い
福
祉
課

　
〒
３
５
６・８
５
０
１
福
岡
１・１・１

　

０
４
９・２
６
２・９
０
３
１

マ
イ
ホ
ー
ム
購
入
前
に

ご
み
集
積
所
の
確
認
を

　
市
内
で
は
、
新
た
に
暮
ら
し
始
め
て

か
ら「
集
積
所
の
位
置
が
分
か
ら
な
い
」

「
近
く
の
集
積
所
を
利
用
で
き
な
い
」な

ど
の
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い
ま
す
。
気

持
ち
よ
く
新
生
活
を
ス
タ
ー
ト
で
き
る

よ
う
、
契
約
前
に
販
売
会
社
や
不
動
産

会
社
に
集
積
所
の
位
置
を
必
ず
確
認
し

ま
し
ょ
う
。

 

環
境
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
２
２

は
じ
め
て
の
手
話
講
習
会（
入
門
）

　
初
め
て
手
話
を
学
ぶ
人
を
対
象
に
し

た
講
習
会
で
す
。

　
授
業
中
は
音
声
禁
止
で
、「
手
話
」を

手
話
で
学
び
ま
す
。
目
で
聞
き
、
身
体

で
話
す
言
語
の
世
界
を
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

日
時　
５
月
～
10
月
の
毎
週
木
曜
日（
全

20
回
）午
前
10
時
～
正
午

場
所　
市
役
所
会
議
室
他

対
象　
市
内
在
住・在
勤・在
学
の
人

定
員　
15
人（
抽
選
）

申
込
方
法　
４
月
18
日
㈮
ま
で
に
窓
口

か
電
話
で
申
し
込
む

 

障
が
い
福
祉
課

　

０
４
９・２
６
２・９
０
３
２

鍵
盤
ハ
ー
モ
ニ
カ

追
加
募
集

　
演
奏
か
ら
楽
譜
の
読
み
方
な
ど
丁
寧

に
指
導
し
ま
す
。

日
時　
隔
週
水
曜
日（
月
２
回
）

　
午
前
10
時
～
正
午

場
所　
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー

費
用　
３
０
０
０
円（
月
謝
制
、
体
験
は

１
回
５
０
０
円・要
予
約
）

申
込
方
法　
窓
口
か
電
話
で
申
し
込
む

 

産
業
文
化
セ
ン
タ
ー

　

０
４
９・２
６
９・４
８
１
１

市
民
交
流
プ
ラ
ザ

ハ
ン
ド
メ
イ
ド
講
座

■
共
通
事
項

場
所　
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

申
込
方
法　
開
催
日
の
7
日
前
ま
で
に

窓
口
か
電
話
で
申
し
込
む

最
少
開
催
人
数　
３
人

●
シ
ル
バ
ー
ク
レ
イ
で
作
る
石
付
き

リ
ン
グ
製
作
講
座

日
時　
4
月
26
日
㈯

午
後
1
時
30
分
～
4
時

対
象　
中
学
生
以
上

定
員　
14
人（
申
込
順
）

費
用　
３
８
０
０
円（
材
料
費
を
含
む)

●
母
の
日
企
画「
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ

ピ
ッ
ク
絵
付
け
花
か
ご
講
座
」

日
時　
4
月
27
日
㈰
午
後
1
時
～
4
時

対
象　
小
学
3
年
生
以
上（
小
学
3
年

生
は
保
護
者
同
伴
）

定
員　
20
人（
申
込
順
）

費
用　
２
２
０
０
円（
材
料
費
を
含
む
）

 
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

　

０
４
９・２
６
４・７
９
７
１

オレンジカフェふじみんオレンジカフェふじみん

●高齢者あんしん相談センター主催
日時 場所・問合せ

４月１６日㈬
午後２時～３時

高齢者あんしん相談センターおおい（特別養護老人
ホームマザーアース敷地内、 049・261・3021）

４月１７日㈭
午後２時～３時

高齢者あんしん相談センターふくおか（市役所
第３庁舎 C202 会議室、 049・2６１・1126）

●介護事業所など主催
日時 場所・問合せ

４月１１日㈮
午後２時～３時

緑ケ丘オレンジカフェ（西鶴ケ岡２・10・1　緑ケ
丘会館、０49・26４・0821）

４月１７日㈭
午後３時～４時

大井協同診療所「my Life」（ふじみ野 1・1・
15、 ０49・26７・1101）

４月１７日㈭午後２
時～３時３０分

茶話会みちくさ（上福岡２・４・８　上福岡二丁目
集会所、 ０49・26４・７６２０）

毎週火曜日午前
１０時～午後４時

オレンジサロンまつ（滝1・3・58、 ０９０・４３９０・
５６０８）

費用　１人１００円
申込方法　電話で申し込む

 高齢福祉課（ 049・262・9038）

家族介護教室・家族交流会
　介護者間で交流・意見交換などを行い、介護上の悩みや
問題を相談しあい、介護者同士のつながりをつくります。

日時 場所 主催・問合せ

４月２日㈬
午後２時～３時
３０分

市 役 所 第３庁
舎 C202 会 議
室

高齢者あんしん相談
センターふくおか（
049・261・1126）

４月１１日㈮
午前10時～１１
時30分

介護予防セン
ター

高齢者あんしん相談
センターかすみがおか

（ 049・2６4・7620）

４月１５日㈫
午後2時～3時
30分

鶴ケ岡会館 集
会所 B（鶴ケ岡
４・１６・２５）

高齢者あんしん相談
センターつるがまい

049・２５６・６０６１）

世
界
の
お
も
し
ろ
雑
学
講
座

　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
人
に
話
し

た
く
な
る
雑
学
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

日
時　
５
月
17
日
㈯
午
前
11
時
～
正
午

場
所　
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

対
象　
小
学
3
年
生
以
上

定
員　
20
人（
申
込
順
）

費
用　
小
・
中
学
生
８
０
０
円
、
高
校

生
以
上
１
０
０
０
円

申
込
方
法　
窓
口
か
電
話
で
申
し
込
む

 

市
民
交
流
プ
ラ
ザ

　

０
４
９・２
６
４・７
９
７
１

水
中
運
動
教
室

　
プ
ー
ル
で
の
効
果
的
な
歩
き
方
や
運

動
を
学
び
ま
す
。

日
時　
４
月
19
日
㈯

午
後
1
時
～
１
時
50
分

場
所　
エ
コ
パ
バ
ー
デ
プ
ー
ル

費
用　
５
０
０
円

※
別
途
入
館
料
が
か
か
り
ま
す
。

定
員　
25
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　
４
月
４
日
㈮
か
ら
窓
口
で

申
し
込
む

 

エ
コ
パ

　

０
４
９・２
９
３・７
５
６
８

神
田
伯
山 

独
演
会

　
六
代
目
神
田
伯
山
さ
ん
に
よ
る
独
演

会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　
５
月
31
日
㈯
午
後
1
時
30
分
開

演（
0
時
30
分
開
場
）

場
所　
ス
テ
ラ・ウ
ェ
ス
ト
ホ
ー
ル

対
象　
小
学
生
以
上（
就
学
前
の
子
は

入
場
不
可
）

チ
ケ
ッ
ト　
４
０
０
０
円（
全
席
指
定
）

チ
ケ
ッ
ト
販
売　
４
月
７
日
㈪
午
前
10

時
か
ら
窓
口（
ス
テ
ラ・イ
ー
ス
ト
窓

口
で
も
販
売
）、
午
後

１
時
か
ら
は
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
も
販
売

 

ス
テ
ラ・ウ
ェ
ス
ト

　

０
４
９
・
２
６
1
・
０
６
４
８

聴
覚
障
が
い
者
の
つ
ど
い

　
聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
が
気
軽
に

集
い
、
交
流
す
る
場
と
し
て
開
催
し
ま

す
。

日
時　
５
月
31
日
㈯
午
前
10
時
～
正
午

場
所　
大
井
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
り
あ

ん
ス
ペ
ー
ス

申
込
方
法　
当
日
、
会
場
で
申
し
込
む

 

障
が
い
者
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

０
４
９・２
６
６・１
１
０
０

採
れ
た
て
ふ
じ
み
野
畑

　

市
内
で
採
れ
た

新
鮮
野
菜
・
狭
山
茶

な
ど
の
農
作
物
を

販
売
し
ま
す（
売
り

切
れ
次
第
終
了
）。

●
市
役
所
本
庁
舎
玄
関
脇

日
時　
４
月
15
日
㈫
午
前
10
時
～
正
午

●
大
井
総
合
支
所
玄
関
脇

日
時　
５
月
13
日
㈫
午
前
10
時
～
正
午

 

産
業
振
興
課

　

０
４
９
・
２
６
２
・
９
０
２
４

●環境センターバックヤードツアー（エコラボフェスタで実施予定）
日時　5月17日㈯①午前11時10分から②午後0時10分から
（所要時間40分程度）

対象・定員　小学3年生以上（小学生は保護者同伴、就学前の子
は参加不可）、40人（抽選）

申込期限　4月24日㈭
●Let's田植え
日時　5月24日㈯午前9時30分～11時30分
定員　10組（小学生以下は親子参加。抽選）
申込期限　4月28日㈪
★共通事項
場所　ふじみ野市・三芳町環境センター環境学習館えこらぼ
申込方法　電話かウェブフォームで申し込む
※抽選結果は当選者のみ（「環境センターバックヤードツアー」は
5月1日㈭まで、「Let's田植え」は5月2日㈮まで）に連
絡します。

 環境課（ 049・262・9022）

「見て」「さわって」「感じる」体験の場
えこらぼ ５月の環境学習講座
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●
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
は
無
料
　
●
対
象
は
市
民（
市
外
の
人
で
も
、在
勤・在
学
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
該
当
す
る
人
も
対
象
に
な
る
）　
　「
ふ
じ
み
ん
元
気・健
康
ポ
イ
ン
ト
」対
象
事
業

PP
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入間東部地区事務組合
ふじみ野市・富士見市・三芳町

 http://www.irumatohbu119.jp/  shobo@irumatohbu119.jp
■ 火災の問い合わせ　  049・263・0119（音声案内）
■ 救急病院のご案内　  049・261・6031（休日・夜間）

火災から 守ろうこの街 この笑顔
入間東部地区事務組合　防火標語

事業所の防火安全体制を
確認しましょう

●事業所の防火安全体制の確認
　新年度のスタートである４月、人事異
動のタイミングで、防火・防災管理者や
自衛消防の組織に変更がないかを確認
し、防火安全体制を整備しましょう。
　防火・防災管理者を変更する場合は、

「防火・防災管理者選任（解任）届出書」と
「消防計画作成（変更）届出書」を提出する
必要がありますので、忘れないようにご
注意ください。

●防火・防災教育の推進
　４月は人員配置が大きく変わることが
多いため、消防計画に定められている従
業員の任務や体制を見直しましょう。そ
して、新たな職場で働く従業員が火災や
地震などの災害時に適切な対応ができる
ように、防火・防災教育を行いましょう。
●防火・防災教育のポイント
消防計画　
・事業所の消防計画に定めている内容
火災発生時の対応
・消火器、屋内消火栓、避難器具など消

防用設備の設置場所や使用方法

・避難経路の確認
●再講習の受講期限の確認
　再講習の受講義務がある防火・防災管
理者は、一定期間ごとに再講習を受講し
ましょう。
　令和6年度から、入間東部地区事務組
合消防本部が開催する防火管理講習会は
ありません。一般財団法人日本防火・防
災協会が開催する防火管理講習会をご利
用ください。
　講習日・申込方法などは同
協会のホームページでご確認
ください。

救急要請がひっ迫しています 女性消防団員が応急手当普及員資格を取得 消防団車両を更新

　入間東部地区事務組合消防本部管内
(ふじみ野市、富士見市、三芳町)では、
現在9台の救急車で救急要請に対応して
いますが、救急出動件数が増加し、救急
車が足りない状況が続いています。
　令和6年の救急出動件数は1万6,280
件で、令和5年よりも1,006件増加し、
過去最多件数となりました。ご自身での
医療機関受診が可能な場合は、救急車以
外での方法で医療機関を受診し、救急車
を呼ぶか迷う場合は、埼玉県救急電話
相談（♯7119）や小児救急電話相談（♯
8000）、またはかかりつけの医療機関
にご相談下さい。
　大切な命を救うために、救急車の適正
利用にご協力をお願いします。

　3月16日、女性消防団員9人が応急手
当普及員資格を取得しました。応急手当
普及員は、自身が所属する事業所などの
従業員や地域の住民に、心肺蘇生法や
AEDの取り扱い方法などの指導を行い、
応急処置技能の普及をするものです。今
後、より多くの住民に対して応急処置技
能の普及に貢献することが期待されます。

　三芳町消防団第4分団に配備している
消防ポンプ自動車を更新しました。
　車両総重量が3.5トン未満で、普通自
動車免許での運転が可能です。なお、ポ
ンプ性能は従来と同等である毎分2,000
リットルの放水性能を維持しています。
更新車両を最大限に活用し、地域の安全
を守ります。

障
が
い
者
余
暇
活
動
支
援
事
業

（
り
あ
ん
活
動
ス
ペ
ー
ス
）

日
程・内
容　

時
間　
午
前
10
時
～
正
午

対
象　
概
ね
18
歳
以
上
の
障
が
い
の
あ

る
人（
家
族
の
付
き
添
い
可
）

定
員　
20
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　

窓
口
か
電

話
、
フ
ァ
ク
ス
、
ウ
ェ
ブ

フ
ォ
ー
ム
で
申
し
込
む

 

障
が
い
者
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

０
４
９
・
２
６
６
・
１
１
０
０

　

０
４
９
・
２
６
9
・
１
４
２
８

障
が
い
者
総
合
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー(

り
あ
ん)

■
共
通
事
項

場
所　
大
井
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
り
あ

ん
ス
ペ
ー
ス

対
象　
概
ね
18
歳
以
上
の
障
が
い
の
あ

る
人

●
み
ん
な
ア
ー
ト（
申
込
不
要
）

日
時　
毎
月
第
2
水
曜
日
午
後
2
時
～

日程 内容
４月12日㈯ ボッチャ

５月10日㈯
簡単なアロマづ
くり（実費負担
あり）

６月14日㈯
小・中学生によ
るアンサンブル
コンサート

4
時
、第
4
水
曜
日
午
前
10
時
～
正
午

内
容　
絵
画
、
書
道
、
手
芸
な
ど
の
創

作
活
動
、
作
品
の
発
表・展
示

●
茶
話
会（
申
込
不
要
）

日
時　
毎
月
第
2
土
曜
日

午
後
2
時
～
4
時

内
容　
参
加
者
同
士
の
交
流
、
情
報
交

換
、
日
々
の
悩
み
や
思
い
の
共
有

 

障
が
い
者
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　

０
４
９・２
６
６・１
１
０
０

み
ほ
の
和
楽
器
倶
楽
部

民
謡
コ
ン
サ
ー
ト

日
時　
４
月
20
日
㈰

午
前
11
時
開
演（
10
時
30
分
開
場
）

場
所　
エ
コ
パ
大
広
間

※
観
覧
無
料（
エ
コ
パ
優
待
者
証
を
お
持

ち
の
人
以
外
は
入
館
料
が
か
か
り
ま
す
）。

 

エ
コ
パ

　

０
４
９
・
２
９
３
・
７
５
６
８

映
画
会「
あ
な
た
の
お
み

と
り
」と
監
督
講
演
会

日
時　
５
月
10
日
㈯

午
後
１
時
30
分
～
４
時（
１
時
開
場
）

場
所　
富
士
見
市
民
文
化
会
館
キ
ラ
リ
☆

ふ
じ
み（
富
士
見
市
鶴
馬
１
８
０
３・１
）

講
師　
村
上
浩
康
さ
ん（
映
画
監
督
）　

定
員　
２
０
０
人（
申
込
順
）

申
込
方
法　
４
月
5
日
㈯
～
５
月
９
日

㈮
午
後
５
時
に
ウ
ェ
ブ

フ
ォ
ー
ム
か
電
話
で

申
し
込
む

 

東
入
間
医
師
会
地
域
医
療・介
護
相

談
室

　

０
４
９・2
９
３・６
８
７
７

広報板をご活用ください

　市民グループなどが
行うイベントのお知ら
せをする掲示物（ポス
ター）を「広報板」に掲
示することができます。
現在、広報板は公共施
設や集会所前、道路沿

いなど、全112カ所に設置されています。ぜひご活用ください。
　なお、掲示には、必ず事前の申請と許可印の押印が必要です。
利用条件　次のいずれかに該当するもの
　①市が主催・協賛・後援する事業の掲示物
　②主に市内で活動している団体が公共施設で開催するイベ

ントで、公共のコミュニティに供する掲示物
※「毎週〇曜日」など恒常的に行われるイベントや、会員募集
などの掲示物は不可。
掲示期間　最長1カ月 （張る日、剥がす日を含む）
掲示物の大きさ　A3判（29.7㎝×42㎝）以下

掲示物に必ず記載する項目　団体名、電話番号などの連絡先
利用方法　①申請書と掲示物（市への提出用1枚と掲示する

枚数分）を市役所本庁舎3階広報広聴課へ持参し申請する
　②承認を受けた上で、希望枚数分の掲示物に「掲示許可印」

を押す
　③掲示期限内に広報板へ掲示する
※過去に承認を受けた団体・内容の掲示物に限り、大井総合
支所でも申請できます。
注意事項　掲示に使用する画びょうは、自分でご用意いただ

きます（ヘッドが平らなものは利用禁止）。
　掲示板のスペースには限りがあるので、譲り合って利用し

てください。
　　「掲示期限を過ぎた掲示物が張られている」「掲示期限内

に、掲示物を剥がされてしまった」などのご意見が多く寄
せられています。ルールを守らない団体は、1回目は注意、
2回目は1年間の掲示禁止となります。ルールを守ってご
利用ください。
　広報広聴課（ 049・262・9003）




